
大口町告示第７９号 

 

 大口町の所得税における生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更に

係る個人住民税特別還付金支給要綱を次のように定める。 

 

  平成２３年１１月３０日 

 

大 口 町 長  森     進   



   大口町の所得税における生命保険契約等に基づく年金の税務上の取

扱いの変更に係る個人住民税特別還付金支給要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、平成２２年１０月１日付け「相続又は贈与等に係る生命保険

契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性について」（財務省・国税

庁）及び同日付「所得税における相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく

年金の税務上の取扱いの変更等に伴う個人住民税の課税の取扱いについて」（総税

市第６４号。総務省自治税務局市町村税課長通知）並びに租税特別措置法（昭和

３２年法律第２６号。以下「租特法」という。）第９７条の２第１項を踏まえて、

過去５年を超え二重課税となっている相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基

づく年金に係る所得の減額等について、個人町民税及び個人県民税（以下「個人

住民税」という。）に適用した場合における地方税法（昭和２５年法律第２２６号。

以下「法」という。）に基づく還付を行うことができない個人住民税に相当する給

付金（以下「特別還付金」という。）を支給することにより、所得税と個人住民税

の制度上の整合を保ちつつ、当該納税者を救済し、納税者に対する地方税務行政

の信頼性の確保を図ることを目的とする。 

 （支給の根拠） 

第２条 特別還付金は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３２条の２の

規定に基づき支給するものとする。 

 （特別還付金） 

第３条 特別還付金は、平成１３年度から平成１８年度まで（平成２４年７月３日

以降は平成１３年度から平成１９年度まで）に、大口町において課税され、納付

又は納入があった個人住民税について対象とする。 

２ 特別還付金の額は、次のアに掲げる金額からイに掲げる金額を控除した金額に

相当する金額とする。ただし、当該相当する金額が０以下の場合は０とする。 

  ア 当該年度分の個人住民税額 

  イ 当該年度分について、租特法第９７条の２第１項に規定する対象保険年金
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に係る対象年金受給者等に該当する者の前年分の総所得金額の計算につき、

租特法第９７条の２第５項第１号イ（２）に規定する保険年金所得に係る適

用後雑所得金額を当該保険年金所得に係る雑所得の金額とした場合において

計算される個人住民税額となるべき額 

 （特別還付金の支給対象者） 

第４条 この要綱の規定により特別還付金の支給を受けることができる者は、前条

第１項に規定する個人住民税の納税者（租特法第９７条の２第１項に規定する特

定相続人及び同条第４項に規定する相続人を含む。）とする。 

 （特別還付金の申請及び期間） 

第５条 特別還付金の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、個人

住民税特別還付金支給申請書（様式第１）に特別還付金の計算の基礎となる書類

を添付し、町長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請を行うことができる期間は、平成２３年１２月１日から平成２４年

１２月２８日までとする。 

 （特別還付金の支給決定等） 

第６条 町長は、前条の申請を受けたときは、必要な調査及び審査をし、特別還付

金の支給について決定するとともに、その結果を個人住民税特別還付金支給（不

支給）決定通知書（様式第２）により申請者に通知する。 

２ 前項の規定による支給決定通知を受けた申請者は、決定された特別還付金につ

いて、個人住民税特別還付金請求書（様式第３）により、町長に請求するものと

する。 

３ 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに特別還付金を支給す

るものとする。 

 （加算金の支給） 

第７条 町長は、前条第３項の規定により特別還付金の支給をするときは、第５条

第１項の申請書の提出があった日の翌日から起算して１月を経過する日の翌日

から支出を決定した日までの期間の日数に応じ、その金額に年７．３％の割合（法

附則第３条の２に規定する各年の特例基準割合が年７．３％の割合に満たない場
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合には、その年中においては、当該特例基準割合（当該特例基準割合に 0.1％未

満の端数があるときは、これを切り捨てる。））を乗じて算出した金額を、その支

給をする金額に加算しなければならない。なお、端数計算については、法第２０

条の４の２第２項及び第５項の規定を準用する。 

２ 前項の場合において、町長が前条第１項の通知を発した日から３０日を経過す

る日までに同条第２項の請求を行わないときは、その経過する日の翌日から請求

があった日までの期間を前項に規定する期間から控除しなければならない。 

 （県への請求） 

第８条 町長は特別還付金を支給した場合は、愛知県の「所得税における生命保険

契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更に係る個人県民税相当額の市町村に

対する交付金に関する交付要綱」に基づき、個人県民税相当額を県知事に請求す

るものとする。 

 （特別還付金の額の変更、取消し） 

第９条 町長は、特別還付金の額が過大又は過少であることを知ったときは、第６

条の規定により決定した額を変更することができるものとする。 

２ 前項の規定に基づき特別還付金の額を変更したことにより、特別還付金の額が

増加する場合は申請者にその増加する額を支払い、特別還付金の額が減少する場

合は受給者に差額の返還を命ずるものとする。 

３ 町長は、次のいずれかに該当するときは、第６条第１項又は本条第１項の規定

による支給決定を取り消し、既に支給した特別還付金の返還を命ずることができ

る。 

 (1) 虚偽その他不正の手段により特別還付金の支給決定を受けたとき。 

 (2) 町長の指示に従わなかったとき。 

 （その他必要事項） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、特別還付金の支給に必要な事項は別に定

める。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２３年１２月１日から施行する。 
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２ この要綱は、平成２５年３月３１日限り、その効力を失う。 
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様式第１（第５条関係） 

個人住民税特別還付金支給申請書 

 

  年  月  日 

大 口 町 長  様 

住所                 

氏名
ふりがな

              ○印 

電話              

 

下記１の事項に同意の上、２に記載した年度に係る個人住民税特別還付金について、

３の書類を添付し申請します。 

記 

１ 申請の内容の確認に必要な調査について同意します。 

 

２ 個人住民税特別還付金請求を申請する課税年度等 

特別還付金請求を申請する課税年度 

※保険年金所得に係る個人住民税を納付

した年度に を記入。 

左記年度に係る個人住民税の課税の賦課

期日現在（※）における住所 

※当該年度の初日の属する年の１月１日 

□ 平成 13 年度 大口町 

□  平成 14 年度 大口町 

□  平成 15 年度 大口町 

□  平成 16 年度 大口町 

□  平成 17 年度 大口町 

□  平成 18 年度 大口町 

□  平成   年度 大口町 

 

３ 添付書類 

（１）租税特別措置法第 97 条の２に基づく所得税特別還付金の支給を受けた申請者 

○各年分の所得税の特別還付金請求書の写し 

○各年分の所得税の特別還付金の額の計算明細書の写し 

○その他、各年分の所得税の特別還付金請求書の添付書類の写し 

○各年分の所得税の特別還付金の決定通知書の写し 

（２）（１）以外の申請者 

○保険証券の写し、住民税納税通知書など、所得及び課税の状況が分かる書類 

【記載上の注意】 

① 申請書の記載内容に誤りが見つかった場合、特別還付金を返還していただくことがあります。 

② 「賦課期日における住所」は、課税地特定のために必要ですので、正確に記入願います。 
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様式第２（第６条関係） 

  第  号 

  年   月   日 

 

住所              

 

氏名            様 

 

大 口 町 長          印  

 

個人住民税特別還付金支給（不支給）決定通知書 

 

申請のあった個人住民税特別還付金について、下記のとおり決定します。 

記 

１ 申請日 

年  月  日 

２ 支給決定額 

個人住民税特別還付金支給決定額 円

各
年
度
の
内
訳 

平成       年度 円

平成       年度 円

平成       年度 円

平成       年度 円

平成       年度 円

平成       年度 円

平成       年度 円

３ この決定の理由 

 

（注）申請事実に誤りがあった場合等は、決定額の変更又は決定の取り消しを行う場

合があります。 
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（裏面） 
１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 60 日以内に、大

口町長に対して異議申立てをすることができます。 

２ この処分について不服がある場合は、１の異議申立てのほか、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して６月以内に、大口町を被告としてこの処分の取消しの訴えを提起することもできます（この訴訟にお

いて大口町を代表する者は、大口町長となります。）。 
３ １の異議申立てをした場合は、その異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して６

月以内に、大口町を被告としてこの処分の取消しの訴えを提起することができます（この訴訟において大口町

を代表する者は、大口町長となります。）。 
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様式第３（第６条関係） 

個人住民税特別還付金請求書 

 

大口町長 様 

 

個人住民税特別還付金について、次のとおり請求します。 

 

請求額 

円 

 

（各年度の内訳） 

平成   年度 円

平成   年度 円

平成   年度 円

平成   年度 円

平成   年度 円

平成   年度 円

平成   年度 円

※ 上記金額を確認の上、以下に記入してください。 

 

【個人住民税特別還付金の受取方法】 

金融機関名 
 
 

店名 店

預金種別 
普通預金・当座預金 

その他（    ） 
口座番号 

口座名義人 

 

  年  月  日 

 

住所                 

氏名
ふりがな

               ○印 

電話               
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